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一

は

じ

め

に

梅
原
猛
氏
は

「知
恩
院
の
二
つ
の
顔
」
と
題

し
て

法
然
上
人
の
教
え
を
く
む
浄
土
念
仏
の
徒

は
、
専
ら
阿
弥
陀
仏
の
み
を
崇
拝
す
れ
ば
よ
い
と
思
わ
れ
る
が
、
ど
う
し
た
わ
け
か
、

こ
こ
で
は
阿
弥
陀
仏
よ
り
、
祖
師
、
法
然
上
人
の
方
が
崇
拝
さ
れ
て
い
る
。

阿
弥
陀
仏
の
い
ま
す
阿
弥
陀
堂
は
、
御
影
堂
の
西
に
あ
る
。
大
き
さ
は
御
影
堂
の
四
分
の

一
に
も
足
ら
ず

、
こ
の
堂
は
、
明
治
に

再
建
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
徳
川
の
初
期
、
同
じ
よ
う
に
建
て
ら
れ
た
も

の
で
あ
る
が
、
明
治
に
は
荒
廃
が
ひ
ど
く
、
修
理
は
不
可

能

に
な
り
、
新
し
く
再
建
さ
れ
た
も
の
ら
し
い
。
す
で
に
徳
川
時
代
か
ら
、
阿
弥
陀
堂
に
は
御
影
堂
の
よ
う

に
手
厚
い
保
護
が
加
、兄

　

ら
れ
な
か

っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
あ
わ
れ
な
阿
弥
陀
仏
よ
。

と
評
し
て
い
る
。

梅
原
氏
の
指
摘

の
通
り
、
知
恩
院
の
阿
弥
陀
堂
の
地
位
に
つ
い
て
は
、
元
よ
り
教
義
的

に
も

い
ろ
い
ろ
の
疑
問

の
あ

っ
た
と
こ
ろ
で
は

あ

っ
た
が
、
特

に
慣
習

の
中

に
埋
没
し
て
い
る
教
団
人
に
お
い
て
は
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
あ
る
種

の
儀
規

に
準
じ
て
い
る
が
よ
う
に
受
け

知
恩
院
阿
弥
陀
堂
考

二
九
三
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と
り
、
何
ら
疑
念
を
挾
む
こ
と
も
な
か

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
今

こ
こ
で
改
め
て
知
恩
院
史
を
考
え
る
と
き
、
従
来

の
慣
習
的
先
入
観
か
ら

離
れ
て
、
卒
直
に
検
討
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
。
こ
う
し
た
意
味
か
ら
阿
弥
陀
堂

に
焦
点
を
お
き
、
若
干
の
問
題
を
提
起
し
た
い
。
・

さ
て
、
知
恩
院
の
伽
藍
配
置
は
、
東
山
を
背
景

に
土
地
の
高
低
に
よ

っ
て
、
上

・
中

・
下
段
の
三
段
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
て
考
え
ら
れ

る
。先

づ
上
段
部
分
は
、
宗
祖
法
然
の
晩
年
起
居
さ
れ
た
大
谷
の
禅
房
の
旧
蹟
で
あ
り
、
且
つ
滅
後
、
遺
弟
た
ち
に
よ

っ
て
、
営
ま
れ
た
法

然
の
廟
堂
で
あ

っ
て
、
中
段
の
大
殿
の
東
方
よ
り
石
段
で
通
じ
る
山
腹
の
崖
地
に
廟
堂

・
勢
至
堂

・
客
殿

・
庫
裡

・
山
亭

・
位
牌
堂

・
鐘

楼
な
ど
が
配
置
さ
れ
、
堂
舎

の
北
側
は
殆
ん
ど
墓
地
に
な

っ
て
お
り
、'
門
前
の
南
側
に
は
捨
世
派

一
心
院
が
密
接

し
て
建

ち
並
ん
で
い
る
。

山
を
切
り
開

い
て
造
成
し
た
と
考
え
ら
れ
る
、

中
段
の
台
地
に
は
、

大
殿

(御
影
堂
)
を
中
心
に
集
会
堂

・
大
方
丈

・
小
方
丈

・
唐

門

・
権
現
堂

・
寺
務
所

・
古
経
堂

(内
対
面
所
)
・
雪
香
殿

・
台
所
庫
裡
な
ど
が
北
寄
り
に
位
置
し
、
茜
側
に
は
阿
弥
陀
堂
を
中
心
と
し

て
南

に
多
宝
塔
、
.北

に
宝
物
収
蔵
庫
等
が
東
面
し
て
並
び
、
東
南
側
に
は
経
蔵

・
納
骨
堂

・
鐘
楼
が
配
置
さ
れ
、
南
側
に
は
茶
堂

・
宝
物

殿

(
展
示
場
)
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
伽
藍
の
主
要
部
が
、
こ
こ
に
集
中
的
に
形
成
さ
れ
て
い
る
。

下
段
部
は
、
三
門
が
伽
藍
正
門
と
し
て
、
西
面
南
寄
に
所
在
し
、
同
じ
並
び
の
北
寄
り
に
寺
務
所
の
出
入
門
で
あ
る
黒
門
が
あ
り
、
黒

門
よ
り
白
川
東
詰
の
古
門
ま
で
の
東
西
に
亘
る
道
路
の
南
北
両
側
、
そ
れ
に
三
門
よ
り
新
門
に
至
る
道
路
の
両
側

に
は
、
各
々
塔
頭
諸
院

を
は
じ
め
、
信
徒
会
館

・
学
校
等
の
教
育

・
福
祉

の
諸
施
設
が
並
び
建
ち
、
市
中
の
街
並
み
へ
と
連
な

っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
地
形
や

伽
藍
の
配
置
の
景
観
を
あ
ら
か
じ
め
念
頭
に
お
い
て
、
境
内
の
歴
史
的
変
遷
に
あ
わ
せ
て
、
特
に
阿
弥
陀
堂
の
111�
ﾟ
上

・
伽
藍
上
の
地
位

及
び
、
そ
れ
を
め
ぐ
る
若
干
の
問
題
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
み
た
い
。

二

慶
長
造
営
以
前
の
知
恩
院
の
景
観

慶
長
造
営
以
前

の
知
恩
院
は
、

上
段
部
分

の
勢
至
堂

・
廟
所
を
中
心
と
す
る
狭
窄

の
地
に
あ

っ
た
。

当
時
の
寺
観
は
、

永
正
十
四
年



/

(
一
五
一
七
)
八
月
二
十
八
目
の
回
禄
の
後
、
第
二
十
四
代
肇
誉
訓
公
が

門
再
建
勧
進
之
状
」
を
発
し
て
、
再
建

に
つ
と
め
、
同
年
十
二
月

に
東
福
寺
酋
万
寿
寺
の
堂
宇
を
移
築
し
た
と
伝
え
る
梁
行
六
間
、
桁
七
間
の
阿
弥
陀
堂
、

つ
い
で
方
丈

.
庫
裡

.
総
門
等
の
諸
堂
舎
、
さ

ら

に
第

二
十
七
世
徳
誉
光
然
代
に
、
享
禄
三
年

(
一
五
三
〇
)
青
蓮
院
の
護
摩
堂
を
移
纂
し
て
再
建
し
売
と
伝
、X
る
御
影
堂

(
現
勢
至
堂
)

な
ど
の
堂
舎
よ
り
な
り
立

っ
て
い
た
。

こ
の
原
知
恩
院
の
伽
藍
配
置
や
景
観
は
、
知
恩
院
に
現
存
す
る
宝
永
七
年
以
前

に
作
図
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
古
地
図
を
も
と
に
想
定

し
て
み
る
と
、
ほ
ぼ
次

の
よ
う

に
復
元
で
き
よ
う
。

、
,

現
在
の
勢
至
堂
の
前
庭
の
位
牌
堂

・
鐘
楼
所
在
地

一
帯
に
、
阿
弥
陀
堂
が
東
面
し
て
構
え
ら
れ
、
堂
宇
の
南
側
は
殆
ん
ど
土
塀
と
接
し

て
お
り
馬
阿
弥
陀
堂
の
前
庭
は
東
崖
が
せ
ま
り
狭
窄
で
あ
る
た
め
、
土
塀

に
つ
づ

い
て
東
寄

忽
南
面
し
ズ
総
門
が
構
え
ら
れ
ズ
塾
た
。
勢

ハ至
堂
の
背
後
拡
、
渡
り
廊
下
に
よ

っ
て
接
続
さ
れ
た
方
丈
が
あ
玖

・惑
ら
に
現
在
の
墓
地
所
在
地
に
愈
、
四
棟
ぼ
か
り
の
庫
裡
や
坊
舎
が

設
け
ら
れ
て
い
た
模
様
で
あ
る
。

」
永
正
十
四
年
十
二
月
に
肇
誉
訓
公
代
に
建
立
さ
れ
た
阿
弥
陀
堂
の
仔
細
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
徴
す
る
史
料
を
欠
く
が
、

『
山
州
名
跡

志
』
巻
二

愛
宕
郡
東
山
大
谷
寺
の
項
に

阿
弥
陀
堂

在
二同
鴇

東
嶼

阿
弥
陀
仏
譲

余
作
不
考

堂
内
監

と
あ
る
。

『
山
州
名
跡
志
』
の
成

っ
た
の
は
、
元
禄
十
五
年
三
月
で
あ
り
、
阿
弥
陀
堂
が
中
段
部
の
堂
舎
群
に
組
み
込
ま
れ
、
移
築
さ
れ

た

の
が
宝
永
八
年
で
あ
り
、
且

つ

『
山
州
名
跡
志
』
の
叙
述
の
次
第
が
、
勢
至
堂

・
阿
弥
陀
堂

.
紫
雲
水

.
法
然
上
入
塔
の
順
に
書
き

つ

が
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
阿
弥
陀
堂
の
所
在
が
、

「在
二同
門
内
東
向
こ

と
あ
る
の
は
、
上
段
部
の
勢
至
堂
所
在
境
域
の
総
門
内
を
指

す
も
の
と
理
解
し
て
よ
く
、

『
山
州
名
跡
志
』
の
編
纂
時
に
は
、
阿
弥
陀
堂
は
未
だ
上
段
部
に
属
し
て
い
た
.」
と
を
示
七
て
い
る
。

元
来
、
之
の
阿
弥
陀
堂
は
、
永
正
の
訓
公
時
代

に
東
福
寺
内
万
寿
寺
の
堂
を
移
築
し
た
も
の
と
伝
え
て
い
る
こ
と

か
ら
、
阿
弥
陀
堂
の

形
式
は
、
禅
宗
様
で
あ

っ
た
と
想
像
で
き
る
。
特

に
、
先
の

『
山
州
名
跡
志
』
が
伝
・兄
ゐ
よ
う
忽
.「
堂
内
敷
瓦
」
と
あ
る
通
り
、
従
来
の

知
恩
院
阿
弥
陀
堂
考

二
九
五
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浄
土
教
系
建
築
の
形
式
で
あ
る
常
行
三
昧
堂
様
式

の
高
床
板
敷
で
は
な
く
、
土
間
に
瓦
敷
の
法
堂
な
ど
の
禅
宗
様
の
堂
宇
で
あ

っ
た
こ
と

を
、
こ
の
断
片
史
料
は
語

っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
慶
長
造
営
以
前
の
知
恩
院
の
景
観
は
、
後
奈
良
天
皇
宸
翰
と
伝
え
る
『
阿
弥
陀
経
跋
文
』
に

「爰
知
恩
教
院
者
海
内

　

名
藍
、
門
中
本
寺
」
と
謳
わ
れ
る
よ
う
に
、
ま
た
、
永
禄
三
年
九
月
十
五
日
付

『
足
利
義
輝
奉
行
人
治
部
藤
通

・
松
田
藤
弘
連
署
奉
書
』
に

知
恩
院
住
持
座
次
事
、
為
浄
土

一
宗
之
本
寺
条
、
不
謂
門
徒
宿
老
、
上
座
之
旨
、
先
々
被
成

綸
旨
上
者

被
入
聞
食
訖
、

　

宜
被
存
知
之
由

所
被
仰
下
也

仍
執
達
如
件

と
定
め
、
天
正
三
年
九
月
二
十
五
目
付
、

『
正
親
町
天
皇
綸
旨
』

に

当
院
之
事

為
浄
土

一
宗
之
本
寺
之
匕R

後
柏
原
院
宸
翰
等
明
白
伽

と
、

一
宗
本
寺
た
る
旨
を
再
々
に
及
ん
で
確
認
を
え
、
さ
ら
に
織
田
信
長

・
豊
臣
秀
吉
な
ど
の
武
家
政
権

に
接
近
す

る
こ
と

に
よ

っ
て
、

寺
領
の
安
堵
や
加
増
を
う
け
て
い
る
。
こ
う
し
た

一
連
の

一
宗
本
寺
と
し
て
の
知
恩
院
に
対
す
る
処
遇

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
有
す
る

寺
域
や
寺
観
は
必
ら
ず
し
も
当
時
の
洛
中
洛
外
の
他
宗
大
刹

に
及
ぶ
べ
き
も
の
で
は
な
か

っ
た
し
、
世
辞
に
も

「海
内
名
藍
」
な
ど
と
謳

わ
れ
る
堂
舎
伽
藍
を
備
え
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
こ
れ
ら
の
所
遇
は
、
宗
祖
法
然
の
廟
堂
た
る
こ
と

に
尊
敬
と
所
遇
が
寄

せ
ら
れ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

三

慶
長

・
寛
永
の
造
営
と
阿
弥
陀
堂

慶
長
七
年

(
一
六
〇
二
)
八
月
二
十
九
日
、
徳
川
家
康

の
生
母
、
於
大
の
方
が
伏
見
城
で
没
し
た
の
で
、
満
誉
尊
照
が
導
師
と
な

っ
て
葬

式

.
中
陰

.
法
事
な
ど
を
執
行
し
た
。
家
康
は
生
母
の
菩
提
を
弔
う
た
め
に
、
慶
長
八
年
二
月
征
夷
大
将
軍
宣
下
と
と
も
に
、
中

・
下
段

部

の
大
造
成
を
行
い
寺
域
を
拡
張
し
、
諸
堂
舎
を
建
立
す
る
こ
と
を
命
じ
た
。

慶
長
八

.
九
両
年

に
本
堂

(御
影
堂
)
建
立
、
十
四

・
五
両
年
に
は
方
丈
等
の
諸
堂
、
そ
れ
に
鎮
守
社
を
建
立
し
た
と
云
う
。
し
か
し



元
和
二
年

(
一
六
一
六
)
に
家
康
が
没
し
た
が
、
知
恩
院
大
拡
張
と

い
う
家
康
の
構
想
は
、
秀
忠
に
引
き
継
が
れ
、
翌

三
年
亡
父
の
菩
提
を

弔
う
た
め
三
門

・
経
蔵
の
造
営
を
発
願
し
、
同
五
年

(
一
六
一
九
)
に
こ
れ
ら
の
建
築
は
成
功
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ

に
上
段
部
の
局
限
さ

れ
た
狭
窄
な
る
旧
知
恩
院
の
面
目
を

一
新
し
、
ま
こ
と
に

一
宗
本
寺
に
ふ
さ
わ
し
い
大
伽
藍
結
構
を
具
え
た
知
恩
院

の
出
現
を
み
た
の
で

あ

る
。

云
う
ま
で
も
な
く
、
中
段
部
に
展
開
さ
れ
た
慶
長

・
元
和
期
の
大
知
恩
院
構
想
は
、
や
は
り
大
殿

(御
影
堂
)
を
中
心
に
据
・兄
て
、
諸

堂
を
配
置
す
る
と
い
う
形
式
を
と

っ
て
い
る
。

つ
ま
り
上
段
部
建
造
物
群
の
配
置
を
で
き
る
だ
け
踏
襲
し
て
、
そ
れ
を
拡
大
化
す
る
と
云

う

こ
と
で
あ
る
。
成
程
そ
の
拡
大
化
は
、
新
御
影
堂
は
旧
御
影
堂

(現
勢
至
堂
)
の
約
九
倍
に
近
い
規
模
を
誇
り
、
方
丈

.
庫
裡
等

に
お

い
て
も
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
大
伽
藍
構
想
の
中
に
は
、
ど
う
し
て
か
阿
弥
陀
堂
の
建
築
と
、
そ
の
拡
大
化
が
全
く
計
画

に
な
い
こ

と

で
あ
る
。

法
然
が

一
向
専
修
念
仏
を
提
唱
し
た
根
元
の
地
で
あ
り
、
弥
陀
帰

一
仏
を
標
榜
す
る
浄
土

一
宗
の
本
寺
に
お
い
て
、
当
然
そ
の
計
画
を

考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
重
要
な
建
造
物
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
も
上
段
部
に
あ
る
阿
弥
陀
堂
は
、
万
寿
寺

の
堂
宇
を
移
築
し
た

古
建
築
で
あ
り
、
旧
御
影
堂
よ
り
は
る
か
に
古
い
建
造
で
、
老
朽
化
も
進
ん
で
い
た
で
あ
ろ
う
。
当
然
中
段
部
建
造

に
際
し
て
、
そ
れ
に

相
応
す
る
倍
数
の
堂
宇
が
構
想
さ
れ
て
然
る
べ
き
で
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
。

寛
永
十
年

(
=
ハ111111)

1
月
九
日
、
突
然
方
丈
よ
り
火
を
発
し
、
木

の
香
も
未
だ
残
る
大
方
丈

・
小
方
丈

.
御
影
堂
な
ど
の
中
段
部
の

　

主
要
建
造
物
は
焼
失
す
る
。
塔
頭
良
正
院
宗
把
の

『
炎
焼
覚
書
』
に
、

一
、
方
丈

大
小
二

一
、
衆
寮

二

一
、
廊
下

十
四

一
、'

庫
裡

大
小
二

一
、
衆
会
堂

一
、
大
御
影
堂

一
、
楼
閣

此
分
致
炎
焼
候
事

知
恩
院
阿
弥
陀
堂
考
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七



、
二
九

八

右
之
外
相
残
候
分

言

阿
弥
鑒

蔘

薹

蔘

薹

台
所

.冖
、
、経
蔵

・

　
、
山
門

一
、
霊
宝
蔵

一尸、
雑
蔵

.

」

、
黒
門

一
、
総
門

「

一
総
寺
院
中

に
は
何
茂
不
害
候
、
九
日
之
夜
周
防
様

へ
申
上
候
節
者

別
而
無
正
体
故
書
付
可
致
相
違
候
、
委
者
喜
右
衛
門
可
申
入

候
正
月
十
三
日

・

・

良

正
院
宗
把

圃

源
察

九
達

と
記
す
通
り
(
類
焼
を
免
熟
た
の
は
、
上
段
部
の
勢
至
堂
、
古
嗣
弥
陀
堂
、
そ
れ
に
中
段
部
は
幾
分
離
れ
た
地
閃
あ

る
経
蔵
や
、
下
段
の

三
門
等
で
あ
る
。

こ
こ
で
気
付
く
の
は
、
阿
弥
陀
堂
で
あ

っ
て
、
記
載
に
は

「
古
阿
弥
陀
堂
」
と
あ
り
、
上
段
部
所
在
の
堂
を
指
す
わ
け

で
あ
る
か
ら
、
中
段
部
に

「新
珂
弥
陀
堂
」
が
あ

っ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
に
か
か
わ
ら
ず
全
く
見
当
ら
な
い
。
も
う
少
し
う
が

っ
た
解

釈

を
す
る
な
ら
ぽ
、
第
三
次
造
営
の
予
定
に
阿
弥
陀
堂
が
構
想
さ
れ
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
の
着
手
よ
り
先
に
、
寛
永
の
回
禄

に
逢

い
、
そ

の
構
想
も
立
ち
消
え
に
な

っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

寛
永
十
年
四
月
七
日
時
の
住
持
雄
誉
霊
巌
は
、
再
建
願
い
の
た
め
に
参
府
し
、
家
光
よ
り
旧
観
の
如
く
再
興
す
べ
き
台
命
を
受
け
、
同

年
十

二
月
七
日
起
工
、
寛
永
十
八
年

(
一
六
四
一)
諸
堂
造
営
の
成
功
を
謝
す
た
め
に
参
府
し
て
い
る
。
こ
こ
に
現
在

の
知
恩
院
の
壮
大
な

姿
が
出
現
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
寛
永
再
興
に
あ
た

っ
て
も
、
中
段
部

に
や
は
り
阿
弥
陀
堂
の
姿
を
見
る

こ
と
は
な
か

っ
た
。

前
述
の

『
山
州
名
跡
志
』
の
編
纂
時
、
元
禄
十
五
年
三
月
の
当
時
に
は
、
や
は
り
上
段
部
に

「古
阿
弥
陀
堂
」

の
ま
ま
姿
を
残
し
て
い
た

」こ
と
は
確
か
で
あ
る
ゆ



四

阿
弥
陀
堂
の
移
築

阿
弥
陀
堂
の
中
段
移
築
の
顛
末
の
記
録
と
し
て
、
知
恩
院
に
所
蔵
す
る

『
華
頂
阿
弥
陀
堂
丈
六
尊
縁
由
』

(以
下

『弥
陀
堂
縁
由
』
と

略
称
す
る
)
が
あ
る
。

こ
の
書
は
、
獅
子
谷
法
然
院
忍
澂
の
弟
子
称
阿
澂
運
が
知
恩
院
住
持
麗
誉
順
真

の
命
を
受
け

て
、
宝
暦
年
中
に
筆゚

録
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ

に
よ
れ
ば
、

抑
、
当
山
の
弥
陀
堂
、
最
初

ハ
山
上
勢
至
堂
の
前
に
あ
り
し
に
、
往
時
延
宝
中
当
寺
三
十
八
世
玄
誉
万
無
上
人
冀
望
七
給
ひ
け
り

ハ
、
此
地
に
い
ま
す
時

ハ
、
登
山
の
諸
人
拝
膽
に
た
よ
り
ょ
う
し
か
ら
す
、
山
の
半
服
御
影
堂
の
か
た
は
ら
に
引
移
し
な
は
、
可
な

ら
ん
と
あ
り
し
か
と
、
時
節
熟
せ
さ
り
し
に
や
成
就
し
給
わ
す
、
是
に
ょ
り
て
後
代
時

い
た
り
て
再
建
の
た
め
に
黄
金
三
百
両
遺
嘱

し
給
ふ
。
さ
れ
と
も
時
節

い
た
ら
す
に
し
よ
り
四
代
を
ふ
る
に
再
建
な
か
η
き
、
然
る
に
第
四
十
三
代
応
誉
円
理
上
人
元
禄
中
住
職

ま
し
ま
し
、
宝
永
の
末
元
祖
大
師
五
百
年
の
忌
辰
に
及
ひ
給
ひ
ぬ
れ
ば
、
山
内
修
補
あ
り
し
に
弥
陀
堂
山
上
に
あ
り
て
、
他
国
の
諸

人
多
く

ハ
こ
れ
を
知
ら
ず
。
然
れ
は
諸
人
登
山
の
砌
り
拝
膽

の
た
め
と
い
ひ
前
住
万
無
上
人
宿
願
の
事
な
れ
は
、
む
な
し
く
沈
閣
す

へ
き

に
あ
ら
す
と
、
す
な
は
ち
遺
金
を
以
今
の
地
に
引
移
し
給
ひ
き
。

、

.

・
、

と

み
ら
れ
る
よ
う
に
、
阿
弥
陀
堂
の
移
築
は
、
第
三
十
八
世
玄
誉
万
無
の
宿
願
で
あ

っ
た
。
万
無
は
、
延
宝
二
年

(
一
六
七
四
)
五
月
に
知

恩
院
に
晋
董
、
延
宝
六
年

(
一
六
七
八
)
円
山
安
養
寺
の
持
地
を
永
代
借
地
し
て
、
大
鐘
楼
を
建
立
、
同
七
年
三
門
前

の
祗
園
社
領
と
門
前

袋
町
の
知
恩
院
領
を
交
換
し
て
、
三
門
前

の
道
路

(楼
馬
場
)
を
通
ぜ
し
め
る
な
ど
境
内
の
整
備
に
努
あ
た
。
こ
れ
ら
の
工
営
事
業
は
、

同
八
年
三
月
に
厳
修
の
善
導
大
師
千
年
忌
法
会
を
迎
え
る
準
備
の

一
環
で
あ

っ
た
。
こ
う
し
た
時
期
に
阿
弥
陀
堂
移
築
を
計
画
す
る
の
は

十
分
首
肯
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
万
無
は
同
九
年
洛
東
鹿
ヶ
谷
に
弟
子
忍
澂
と
謀

っ
て
法
然
院
を
開
創
し
中
興
第

一
世
と
な

っ
て
い
る
。

『
弥
陀
堂
縁
由
』
の
著

者
が

「洛
東
獅
谷
金
毛
老
人
門
人
称
阿
徴
運
」
と
識
す
通
り
、
澂
運
は
金
毛
老
人
即
ち
忍
徴

の
弟
子
で
あ
り
、
玄
誉

万
無
の
孫
弟
子
に
当

知
恩
院
阿
弥
陀
堂
考

二
九
九



,

'三
〇
〇

る
。
従

っ
て
、
阿
弥
陀
堂
移
築
の
経
過

に
、
玄
誉
万
無
の
事
蹟
を
書
き
留
め
ね
ば
な
ら
ぬ
立
場
の
人
物
で
あ

っ
た
。

そ
れ
だ
け

に
こ
の
記

録

の
も
つ
史
料
的
意
味
は
大
で
あ
る
。

玄
誉
万
無
代

に
は
、
阿
弥
陀
堂
移
築
は
実
現
し
な
か

っ
た
が
、

万
無
は
、
再
建
費
と
し
て
黄
金
三
百
両
を
遺
嘱
し
て
、
延
宝
九
年

(
一

六
八
一
)
五
月
に
没
し
た
。

そ
れ
か
ら
三
十
年
後

の
宝
永
八
年

(
一
七
=

)
は
、
宗
祖
法
然
の
五
百
年
御
忌
に
当
り
、
第
四
十
三
世
応
誉
円
理
の
下

に
、
そ
の
準
備

が
進
め
ら
れ
、
特

に
先

の
玄
誉
万
無
の
遺
志
を
継

い
で
阿
弥
陀
堂
移
築
の
計
画
が
進
め
ら
れ
た
。
知
恩
院
所
蔵

『古
記
録
抜
萃
』
宝
永
六

年

の
条
に
よ
れ
ば

一
山
上
阿
弥
陀
堂
兼
而
来
年
引
下
し
、
御
廟
普
請
有
之
付
、
本
堂
之
西
森
之
内
樹
木
を
伐
裁
、
地
を
広
く
し
十

一
月
汐
十
二
月
迄
地

築
等

冫

、

と
あ
る
よ
う

に
、
阿
弥
陀
堂

の
移
築
が
本
格
的

に
取
り
組
ま
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
場
所
と
し
て
は
、

「本
堂
之
西

森
内
」
を
開
き
、
宝
永
六
年

の
十

一
月
よ
り
十
二
月
迄
の

一
箇
月
間
の
整
地
造
成
期
間
を
予
定
し
て
い
る
。
次

い
で
、
宝
永
七
年
の
条
に

は
、

畠
阿
弥
陀
堂
曳
キ
建
直
、
公
儀
向
旧
冬
地
願
之
時
申
済
、
又
々
同
申
上
、
三
月
済
、
上
棟
六
月
十
五
日
、
入
仏
閏
八
月
二
十
五
日

と
あ
り
、
堂
は
新
築
で
な
く
、

「曳
キ
建
直
」
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
文
字
通
り
旧
建
築
物
の
移
築
で
あ
る
。
工
事
は
着
々
と
進

み
、
上
棟
は
宝
永
七
年

(
一
七
一
〇
)
六
月
十
五
日
、
閏
八
月
二
十
五
日
の
宗
祖
の
忌
日
に
入
仏
式
を
挙
げ
て
お
り
、
こ
こ
に
初
め
て
阿
弥

陀

堂
が
中
段
部
の
建
造
物
群

の
中

に
、
姿
を
現
わ
す
こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。

阿
弥
陀
堂
の
規
模

に
っ
い
て
は
、

明
治
十
二
年
四
月
博
物
館

ヨ
リ
当
山
諸
堂
米
国
人
参
観
ノ
為
、
由
緒
巨
細
訳
致
置
旨
依
頼

二
付
書
出
ス
写

と
付
記
の
あ
る

『
博
物
館
江
差
出
ス
当
山
由
緒
略
記
』

に
、



阿
弥
陀
堂

一
堂
東
西
六
間
、
南
北
七
間
、
高
四
丈
壱
尺

と
あ
り
、

『
華
頂
由
緒
系
図
本
記
』
の
記
載
と
同
様
で
あ
る
。
従

っ
て
、
現
阿
弥
陀
堂
の
梁
行
八
間
、
桁
行
九
間
の
規
模
よ
り
ひ
と
廻
り

小
規
模
の
も
の
と
考
え
て
よ
い
。

建
築
様
式
に
つ
い
て
は
、
現
在
の
堂
宇
が
瓦
葺

の
重
層
建
築
で
あ
る
か
ら
、
旧
堂
の
様
式
を
そ
の
ま
ま
踏
襲

し
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て

は
不
明
で
あ
る
が
、
安
永
九
年

(
一
七
八
〇
)
に
出
版
さ
れ
た

『都
名
所
図
会
』

の
挿
絵

に
見
る
か
ぎ
り
で
は
、
こ
の
阿
弥
陀
堂
は
瓦
葺
単

層

に
描
か
れ
て
お
り
、
幕
末
の
冷
泉
為
恭
の
描
い
た

『華
頂
山
大
谷
寺
知
恩
教
院
全
図
』
に
お
い
て
は
、

「丈
六
堂
」
と
し
て
、
や
は
り

瓦
葺
単
層
の
様
式
で
あ
る
。
内
部
の
様
式
は
、
山
上
時
代

の
古
建
築
を
移
築
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
永
正
年
中
訓
公
代

の
万
寿
寺
移
築

時
代
の
様
式
の
ま
ま
の

「堂
内
敷
瓦
」
で
あ

っ
た
か
、
ど
う
か
は
詳
ら
か
で
な

い
。
た
だ
高
さ
四
丈

一
尺
と
あ
る
か
ら
、
約
十

二
米
余

の

高
層
と
な
り
、
場
合
に
よ

っ
て
は
重
層
建
築
で
は
な
か

っ
た
か
と
も
推
測
で
き
る
。

次
に
建
築
資
金
面
で
あ
る
が
、
幸

い
に
も
宗
祖
五
百
年
御
忌
を
ひ
か
え
、
宝
永
六
年

(
一
七
〇
九
)
九
月
、
諸
国
門
末

に
触
書
を
発
し
報

謝
銭
の
上
納
を
求
め
て
お
り
、
そ
れ
に
加
え
て
先
述
の
玄
誉
万
無
の
遺
金
三
百
両
が
、
こ
れ
に
充
て
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

因
み
に
、
宝
永
度

の
五
百
年
御
忌
報
謝
金
の
勧
募
状
況
に
つ
い
て
、
知
恩
院
蔵

『諸
国
末
派
御
報
謝
記
』
は
、
宝
永
七
年
四
月
よ
り
翌

八
年
二
月
ま
で
の
寄
金
と
し
て
、
銀
高
で
二
百
二
十
三
貫
四
百
三
十
六
匁

二
分
九
里
で
、
金

に
換
算
す
る
と
、
三
千

七
百

二
十
三
両
三
歩

十

一
匁
二
分
九
厘
と
記
し
て
い
る
。
ま
た
知
恩
院
の
自
己
資
金
の
出
資
状
況
は
、
銀
高
で
十
三
貫

二
百
匁
、
こ
れ
を
金

に
換
算
す
る
と
、

二
百
二
十
両
で
、
そ
の
内
訳
は
、、
第
四
十
二
世
白
誉
秀
道
の
寄
附
金
百
両
、
宝
永
六
年
中

の
浄
財
金
九
十
両
、
往
古

よ
り
有
来
る
金
三
十

両
乏
な

っ
て
い
る
。

'
さ
ら
に
、
万
無

の
遺
金
ば
、
銀
高
で
十
九
貫
二
百
四
十
三
匁
八
分
五
厘
、
金
に
換
え
て
、
三
百
二
十
両
二
分
十
三
匁
八
分
五
厘
と
な

っ

て

い
る
。
こ
れ

の
但
し
書

に

「右

ハ
集
会
寮
為
建
立
、
万
無
和
尚
残
し
被
差
置
候
祠
堂
金
此
度
出
し
払
」
と
あ
る
。

こ
れ
ら
の
寄
金

の
合

計

は
、・銀
高
二
百
五
十
五
貫
八
百
八
十
匁

一
分
四
厘
と
な
り
、
金
に
換
算
す
る
と
、
四
千
二
百
六
十
四
両
二
歩
十
匁

一
分
四
厘
と
な
る
。

知
恩
院
阿
弥
陀
堂
考
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〇
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三
〇
二

つ
ま
り
、
五
百
年
御
忌
の
報
謝
寄
金
は

一
年
足
ら
ず
で
四
千
二
百
六
十
四
両
の
募
財
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
沿

ζ
れ
に
対
す
る
支
出
は
、
阿
弥
陀
堂
関
係
分
と
し
て
は
、

「
引
建
立
直
し
石
垣
等
諸
式
入
用
」
分

に
銀
二
十
五
貫
九
百
五
十
六
匁
二
分

(金

四
百
三
十
二
両
二
歩
六
匁
二
分
)
と
、

「地
形
土
持
運
築
上
ケ
候

一
式
入
用
」
分
、
つ
ま
り
土
地
造
成
費
と
し
て
、
銀

二
貫
四
百
九

十
七
匁
五
分

(
金
四
十

一
両
二
分

二
朱
)

の
二
項
目
を
挙
げ
、
こ
の
合
計
は
、
銀
二
十
八
貫
四
百
五
十
三
匁
七
分
と
な
り
、
金
換
算
で
四

百
七
十
三
両
二
歩
六
匁
四
分

二
朱
が
阿
弥
陀
堂
移
築
工
事

に
関
す
る
経
費
と
し
て
計
上
し
て
い
る
。

こ
の
時
、
阿
弥
陀
堂
の
移
築
と
あ
わ
せ
て
、
廟
堂

の
修
復
工
事
が
行
わ
れ
て
い
る
。
費
目
は

「
御
廟
堂
修
復
井
拝
堂
新
造
諸
普
請
方
、

石
方
地
形
山
内
平
均
諸
式
入
用
」
と
あ

っ
て
、
経
費
は
銀
百
四
貫
六
百
二
十
匁
三
分

一
厘

(金
千
七
百
四
十
両
三
歩

一
厘
)
之
あ
る
。
こ

の
経
費
は
阿
弥
陀
堂
工
事
費
と
批
較
す
る
と
実
に
三

・
七
倍
に
当
り
、
御
廟
堂
修
復
工
事
を
如
何

に
重
視
し
て
い
た
か
が
思
い
合
さ
れ
る
。

今
回
の
工
営
に
は
、
慶
長

・
寛
永
両
期
の
造
営
に
見
ら
れ
た
よ
う
に
、
徳
川
氏
の
檀
越
と
し
て
の
全
面
的
な
財
的
援
助
は
、
殆
ん
ど
無

に
均
し
か

っ
た
様
子
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
安
政
三
年
の
覚
書
乏
推
定
さ
れ
る

『知
恩
院
御
取
立
御
趣
意
覚
書
』

に
、
諸
色
の
高
直
と

本

山
経
営

の
困
難
な
る
こ
と
を
幕
府
に
訴
え
、
善
処
を
希
望
し
て
い
る
。
そ
の
末
尾
に
次
の
よ
う
に
述
べ
歎
願
し
て

い
る
。

一
慶
長
度
結
構
御
取
立
、
加
之
莫
大
之
高
禄
御
寄
附
之
御
内
諚
奉
固
辞
候
後
も
、
厚
御
神
恵
御
高
恩
之
程
重
々
難
有
奉
荷
恩
、
累
世

之
守
護
職
井
役
者
共
申
伝
、
御
恩
報
と
し
て
精
誠
御
厄
介
筋
不
奉
懸
様
、
為
冥
加
自
力
相
尽
、
万
端
太
切

二
御
寺
奉
守
護
来
候
段
、
御

明
察
被
成
下
、
慶
長
度
永
格

二
御
規
定
被
下
置
候
御
廉

々
厳
有
院
様
御
代
迄
無
御
相
違
御
取
扱
被
成
下
内
、
御
直
命
之
住
職
御
礼
席
、

住
職
之
節
拝
領
物
、
翌
年
継
目
御
礼
出
府
之
上
、
御
尋
之
上
使
被
下
、
同
御
賄
米
百
俵
被
下
、
右
之
御
事
不
軽
儀
、
恐
恵
多
端

二
奉

存
候
得
共
、
新
規
奉
願
候
儀
者
無
御
座
、
既

二
御
規
定
以
後
御
四
代
様
御
代
迄
無
御
相
違
御
取
扱
被
成
下
候
、

御
仕
来
之
御
廉

二
付
、

此
儘

二
而
者
奉
対
御
神
恵
江
深
重
奉
恐
入
候
旨
、
前
来
守
護
職
も
不
堪
悲
歎
儀
申
伝
候
、
何
卒
御
取
立
之
節
、
御
規
定
被
下
置
相
続

而
御
四
代
様
御
代
迄
御
仕
来
通
復
古
之
御
沙
汰
被
下
置
候
は
x
、
御
神
恵
被
為
輝
、
弥
増
御
長
久
、
御
繁
栄
之
御
祈
疇
と
幾
久
敷
御

仁
恩
之
程
難
有
可
奉
荷
恩
儀

一「
付
、
二
百
五
十
有
余
年
来
、
性
根
相
砕
抽
丹
誠
来
候
、
寺
務
柄
御
深
察
出
格
之
厚
御
憐
愍
を
以
宜
敷



a

被
仰
出
候
様
、
御
慈
評
之
程
只
管
奉
歎
願
候
事

こ
の
覚
書
は
、
幕
末
期

の
知
恩
院
の
財
政
事
情
め
窮
迫
を
物
語
る
も
の
で
あ

っ
て
、
四
代
将
軍
家
綱
ま
で
は
先
格
通
り
庇
護
を
受
け
て

来
た
が
、
そ
れ
以
降
は
、
そ

の
よ
う
で
な

い
の
で
、
四
代
迄
の
仕
来
通
り
復
古
し
て
欲
し
い
旨
を
歎
願
し
て
い
る
。

右
の
覚
書

は
幕
末

の
史
料
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
も

っ
て
直
ち
に
速
断
で
き
な
い
が
、
宝
永
七
年
の
阿
弥
陀
堂
移
築
工
事
の
時
期
は
、

六
代
将
軍
家
宣
に
当
り
、
前
年

の
宝
永
六
年
正
月

に
は
五
代
将
軍
綱
吉
が
没
し
て
い
る
。
周
知
の
様

に
綱
吉
の
時
代
は
、
元
禄
文
化
と
呼

ぼ
れ
る

一
見
華
や
か
な

一
時
期
を
築

い
た
が
、
す
で
に
幕
府
財
政
は
窮
乏
の
兆
を
見
せ
は
じ
め
た
時
期
で
あ

っ
た
か
ら
、
当
然
、
将
軍
家

の
知
恩
院
に
対
す
る
庇
護
は
、
先
格
通
り
で
な
く
自
か
ら
以
前
と
は
相
違
す
る
も
の
が
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
こ
と
が
阿
弥
陀
堂

移
築
工
事
に
お
い
て
、
将
軍
家
の
全
面
的
な
財
政
的
援
助
を
期
待
す
る
こ
と
が
出
来
ず
、
諸
国
門
末
の
報
謝
金
と
万
無
の
遺
金
と
に
よ

っ

て
建
築
費
を
賄
う
必
要
が
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
同
時

に
こ゚
の
建
造
物
は
永
正
十
四
年
訓
公
代
に
、
万
寿
寺
を
移
築
し
た
も
の
と
伝
・兄
る

建
築
で
あ
る
。
そ
れ
よ
り
算
し
て
も
、
す
で
に
二
百
余
年

の
歳
月
を
経
た
古
建
造
物
で
あ
る
か
ら
、
当
然
、
新
築
工
事
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
は
ず
で
あ
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
ま
ま
移
築
し
た
理
由
も
、
実

に
将
軍
家
の
全
面
的
庇
護
を
得
ら
れ
な
か

っ
た
と
推
察
し
て
よ
い

で
あ
ろ
う
。

ト五

阿
弥
陀
堂
本
尊
の
変
遷

玄
誉
万
無

の
宿
願
で
あ

っ
た
阿
弥
陀
堂
は
、
上
段
部
か
ら
中
段
部
に
姿
を
現
わ
し
、
宝
永
七
年
閏
八
月
二
十
五
日
入
仏
式
を
挙
げ
た
。

明
け
て
翌
八
年
正
月
、
宗
祖
五
百
年
御
忌
が
修
せ
ら
れ
、
宗
祖
法
然
に

「東
漸
大
師
」
と
諡
号
せ
ら
れ
、
華
頂
山

の
結
構
は
い
よ

い
よ
整

え
ら
れ
る
に
至

っ
た
。

さ
て
、

「
登
山
の
諸
人
拝
膽

に
た
よ
り
」
よ
ろ
し
く
な

っ
た
阿
弥
陀
堂
の
本
尊

に
つ
い
て
は
、
前
述

の

『弥
陀
堂
縁
由
』

に
詳
し
い
。

爾

の
時
、
粟
田
口
義
山
和
尚
の
介
紹

に
よ
り
て
、
和
州
大
安
寺
に
伝
来
あ
り
し
御
長
四
尺
許
の
座
像
を
請
し
、
古
来
安
置
あ
り
し
五

知
恩
院
阿
弥
陀
堂
考

三
〇
三
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〇
四

尺
有
余
の
立
像
は
御
影
堂
の
左
東
の
壇
上
に
安
置
し
給
ひ
ぬ
と
、
古
来
の
立
像
冰
春
日
仏
師
稽
文
会

・
稽
主
勲
め
彫
刻
に
し
て
、
後

光
宝
蓋
宝
座
等

ハ
義
山
和
尚
の
勧
誘
に
て
、
'
西
陣
の
川

口
平
三
郎
在
乃
と
い
へ
る
者
荘
厳
す
。
維
時
正
徳
二
年
四
月
十

一
日
也
と
、

・
阿
弥
陀
堂
の
本
尊
は
、

『弥
陀
堂
縁
由
』
に
あ
る
通
り
、

「
古
来
安
置
あ
り
し
五
尺
有
余
の
立
像
」

「古
来

の
立
像

ハ
春
日
仏
師
稽
文

会

.
稽
主
勲

の
彫
刻
」
と
記
し
、
ま
た

『
翼
賛
』
巻
五
十
二
の

「
阿
弥
陀
堂
」

(
山
上
時
代
)

の
項

に

「本
尊
立
像
五
尺

ノ
弥
陀
ヲ
安
セ

ラ
西
、
運
慶
ヵ
所
作
也
」
と
義
山
は
証
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
両
者
の
記
事

は

「
五
尺
の
立
像
」
と
す
る
と
こ
ろ
は
土
ハ通
す
る
が
、
作
者
が

前
者
は
稽
文
会

.
稽
主
勲
で
、
後
者
は
運
慶
と
し
て
お
り
、

こ
の
あ
た
り
に
記
録

の
相
違
が
見
ら
れ
る
が
、
作
者
名
は
別
と
し
て
春
日
仏

師

の
作
品
で
あ
る
こ
と
は
ま
ち
が

い
な
い
。
、

し
か
る
に
正
徳
二
年

(
一
七
一
二
)
四
月
、
義
山
の
紹
介
に
よ

っ
て
、
大
和
国
大
安
寺

に
伝
来
す
る
四
尺
ば
か
り

の
座
像
を
勧
請
し
て
、

中
段
移
築
の
阿
弥
陀
堂
に
安
置
し
、
古
来

の
阿
弥
陀
立
像
は
、
義
山
の
勧
誘
で
後
光

・
宝
蓋

・
宝
座
等
を
西
陣
の
川

口
平
三
郎
に
ょ

っ
て

新
た
に
荘
厳
し
、

「
御
影
堂
の
左
東

の
壇
上
に
安
置
」
し
た
と
伝
え
て
い
る
。
現
在
、
御
影
堂
東
壇
に
は
、
法
然
臨
終
の
護
持
仏
と
伝
え

る
立
像
の
阿
弥
陀
仏
が
安
置
さ
れ
て
お
り
、
『
法
然
上
人
行
状
絵
図
』
(『
四
十
八
巻
伝
』
)
巻
三
十
七
に
、

同
目

(建
暦

二
年
正
月
十

一
日
)
巳
時

に
弟
子
等
三
尺
の
弥
陀
の
像
を
む
か
へ
た
て
ま

つ
り
て
・
病
床
の
み
き
に
た
て
ま

つ
り
陶

と
伝
え
る
如
来
像
で
あ
る
。

.
そ
こ
で
、
『
弥
陀
堂
縁
由
』
に
伝
え
る
古
本
尊
は
、
「
五
尺
有
余
の
立
像
」
と
云
い
、
『翼
賛
』
も

「
五
尺
ノ
弥
陀
」
と
し
て
お
り
、
『
四

十
八
巻
伝
』

の
法
然
臨
終
仏
は

「
三
尺
の
弥
陀
の
像
」
と
し
て
い
る
の
で
、
古
来

の
本
尊

は
、
御
影
堂
の
東
壇

に
安
置
さ
れ
た
が
、
こ
れ

を
以

っ
て
法
然

の
臨
終
仏
と
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

『
翼
賛
』
巻
五
十
二
、

「
御
影
堂
」

の
項
に
、

東
方
ノ
箜

ニ
ハ
弥
陀
ノ
蟇

晏

セ
ラ
ル
、
是
寛
印
供
奉
総

ノ
ノ
真
作

三
丕

人
臨
終
ノ
御
醤

ナ
賄

と
記
し
て
お
り
、

『
翼
賛
』
上
梓
時
の
元
禄
十
六
年
十
二
月
に
は
、
す
で
に
御
影
堂

に
法
然
の
臨
終
護
持
仏
が
安
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
を

示
し
て
幽い
る
。



従

っ
て
、
阿
弥
陀
堂
の
古
本
尊

は
、
臨
終
護
持
仏
で
は
な
く
、
新
た
に
御
影
堂
の
東
方
に
、
へ恐
ら
く
、
臨
終
仏
と
並
ん
で
安
置
さ
れ
た

も

の
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

、

、

-

け
れ
ど
も
、
山
上
の
阿
弥
陀
堂
時
代
よ
り
、
本
尊
と
し
て
安
置
さ
れ
て
き
た
、
し
か
も
法
然
浄
土
教
の
教
旨
を
そ

の
ま
ま
表
象
化
す
る

立
像
の
来
迎
仏
に
替

っ
て
、
座
像
の
阿
弥
陀
像
が
勧
請
さ
れ
た
の
は
、
ど
う

い
う
理
由

に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
う
し
て
義
山
の
紹
介
で
勧
請
さ
れ
た
弥
陀
像
の
本
尊
と
し
て
の
地
位
は
、
必
ら
ず
し
も
永
遠
で
は
な
か

っ
た
。

そ
れ
か
ら
五
十
年
の
歳
月
が
経

っ
た
。
宝
暦
十

一
年

(
一
七
六
一
)
は
、
宗
祖
の
五
百
五
十
回
遠
忌
に
相
当
す
る
。
宝
永
度
に
移
築
さ
れ

た
阿
弥
陀
堂
も
何
時
し
か

「堂
司
こ
れ
な
き
ゆ

へ
晨
昏

の
供
養
な
く
三
面
の
唐
戸
も
ひ
ら
か
さ
れ
は
、
諸
人
拝
膽
し
か
た
し
」
と
い
う
状

態

に
立
ち
至

っ
て
い
た
。
宝
暦
十
年
麗
誉
順
真

は
新
た
に
弥
陀
丈
六
像
の
造
立
を
発
願
し
、
来
る
べ
き
遠
忌
の

一
大
記
念
事
業
に
資
う
と

し
た
。
-

折
し
も
こ
の
計
画
を
伝
聞
し
た
忍
徴
の
弟
子
法
然
院
知
了
及
び
徴
運
が
、
か
つ
て
忍
徴
が
宝
永
年
間
に
八
幡
南
三
昧
堂
の
本
尊
で
あ

っ

た
仁
門
菩
薩
の
彫
刻
と
伝
え
る
、
阿
弥
陀
仏
像
の
面
輪
を
入
手
し
、
獅
子
谷

の
宝
蔵
に
伝
存
し
て
い
た
。
こ
の
面
輪

に
体
躯
を
加
刻
し
本

尊

に
す
る
こ
と
を
薦
め
た
の
で
あ

っ
た
。

忍
徴
が
八
幡
南
三
昧
堂
の
本
尊

の
面
輪
を
入
手
し
た
経
緯

に
つ
い
て
は
、

『
弥
陀
堂
縁
由
』
に
次
の
よ
う
に
語

っ
て
い
る
の
で
、
多
少

引
用
が
長
文
に
亘
る
が
参
考
の
た
め
紹
介
し
て
お
こ
う
。

中
古
西
大
寺
の
興
正
菩
薩
、
雄
徳
山
に
い
ま
せ
し
時
、
八
幡
大
菩
薩
の
霊
告
に
よ
り
て
本
地
堂
二
所
建
立
あ
り
、
其

一
は
山
上
の
西

三
昧
堂
是
な
り
、
其
ニ
ハ
山
趾

に
あ
る
所

の
南
三
眛
堂
是
な
り
、
此
二
所
に
安
奉
せ
る
弥
陀
丈
六
の
尊
像
、'
同
し
く
八
幡
宮
の
神
刻

な
り
、
又
男
山
太
子
谷
に
太
子
堂
あ
り
、
此
堂
内

に
安
置
せ
る
丈
六
の
地
蔵
尊
も
と
も
に
太
神
の
神
刻
な
り
、
然
に
中
古
天
災
あ
り

て
、
南
三
昧
堂
の
本
尊
及
ひ
か
け
地
の
地
蔵
尊
両
所

の
尊
躯
と
も

に
失
給
ひ
な
く
、
面
輪
の
、ミ
遺
れ
り
、

一
時
先
師

(
忍
徴
)
八
幡

に
ま
う
て
自

纛

幅
羈

鸛

鬣

雑

驢

狂
在
に
信
宿
あ
り
し
に
八
幡
の
当
職
鏨

、法
寺
晃
清
僧
正
旧
識
た
り
し
離

様
望
あ

知
恩
院
阿
弥
陀
堂
考

三
〇
五
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〇
六

り
て
雑
談
の
砌
両
所
両
尊
の
興
廃
に
及
ひ
ぬ
、
時

に
先
師
南
三
昧
堂
建
立

の
志
願
を
述
ら
れ
た
る
に
、
僧
正
甚
た
随
喜
あ
り
、
わ
け

て
太
子
堂
地
蔵
尊
加
刻
の
芟
懇
望
あ
り
し
に
、
先
師
速

に
領
掌
あ
り
て
、
京
師
に
帰
り
、
有
信
の
道
俗
を
勧
誘
し
数
月
な
ら
さ
る
に

成
就
し
、
南
三
昧
堂
に
安
奉
七
、
次
て
神
原
氏
を
し
て
薩
唾
の
二
脇
士
及
ひ
八
尺
の
四
天
王
の
像
を
彫
刻
し
寄
附
あ
ら
し
む
、
爾
後

先
師
八
幡

に
登
山
あ
り
し
を
、
晃
清
僧
正
伝

へ
聞
歓
喜
踊
躍
し
て
昌
玉
庵
に
来
臨
し
、
寒
喧
万
福
を
叙
し
畢

て
い
は
く
、
今
度
南
三

昧
堂
再
建
且
地
蔵
尊

の
加
刻
、
剰

へ
左
右

の
脇
士
四
大
天
王
寄
附
の
事
、
謝
す
る
に
こ
と
は
な
く
、
酬
ゐ
に
も
の
な
し
、
さ
れ
は
当

三
昧
堂
の
本
尊
も
天
災
の
後
た
た
面
輪

の
ミ
宝
蔵
中
に
納
め
置
ぬ
、
こ
れ
ま
た
地
蔵
尊
の
こ
と
く
当
所

ハ
僻

地
に
て
有
信

の
者
希
な

れ
は
、
た
と
ひ
幾
箇

の
歳
月
を
ふ
る
と
も
成
就
す
る
事
あ
た
ハ
す
、
幸
に
地
蔵
尊
は
師
の
精
力
を
煩
し
て
、
古

に
復
し
こ
れ
に
す
き

た
る
幸
ひ
あ
る

へ
か
ら
す
、
又
当
三
昧
堂

の
本
尊
も
同
し
く
八
幡
宮
の
神
刻
に
て
世
に
稀
な
る
尊
容
な
り
、

然
と
も
こ
れ
ま
た
当
今

只
面
輪

の
、ミ
在
せ
り
、
今
回
報
謝

の
た
め
に
贈
寄
す
。
願
は
く

ハ
好
時
節
を
得
て
加
刻
し
念
持
し
給

へ
と
、
老
師
も
お
も
ひ
よ
ら
ざ

り
し
事
な
れ
と
、
其
志
を
感
氾
す
な
は
ち
拝
受
し
て
京
に
か
へ
り
獅
子
谷
の
蔵
中
に
安
奉
し
、
よ

っ
て
勧
誘
あ
り
し
か
と
時
機

い
た

り
さ
る
故

に
や
加
刻
成
就
せ
さ
り
き
、

と
あ
る
よ
う

に
、
忍
徴
が
後
年
、
知
恩
院
弥
陀
堂
本
尊
と
な
る
べ
き
丈
六
尊
像
の
面
輪
を
得
る
機
会
を
得
た
の
憶
、
八
幡
南
三
昧
堂
め
復

興
と
地
蔵
尊
像

の
体
躯

の
加
刻

に
積
極
的
な
援
助
を
し
た
こ
と
に
対
す
る
報
謝
の
寄
贈
で
あ

っ
た
。

こ
う
し
た
経
緯
を
経
て
、
半
世
紀
後
忍
徴
の
弟
子
知
了

・
徴
運
が
知
恩
院
麗
誉
順
真

に
丈
六
像
造
立
の
機
縁
を
結
ぽ
し
め
る
こ
と
に
な

る
の
で
あ
る
。
そ

の
事
情

に
つ
い
て

『
弥
陀
堂
縁
由
』
は
、

然
る
に
近
者
、
華
頂
麗
誉
大
僧
正
弥
陀
丈
六
の
尊
像
造
立
の
御
願
望
あ
り
と
伝

へ
き
玉
て
、
私
に
お
も

へ
ら
く
、
先
師
所
願
の
こ
と

く
加
刻
し
奉
り
、
南
三
昧
堂
に
安
奉
す
と
も
偏
僻
の
地
な
れ
は
、
膽
仰
結
縁
の
も
の
多
か
る
へ
し
、
又
昌
玉
庵

の
住
侶
す
く
れ
た
れ

(逼
力
)

は
、
非
常
の
守
り
恐
通
す
く
な
か
ら
す
、
又
都
東
山
華
頂
に
安
置
せ
は
登
山
の
諸
人
拝
膽
し
て
利
益
廣
轉
な
ら
ん
、
又
諸
人
拝
膽

の

よ
ろ
し
か
れ
は
、
伝

へ
き
け
る
庵

の
競
進
み
て
造
費
を
喜
捨
し
、
尊
像
速

に
成
就
し
給

ハ
ん
、
然
れ
は
諸
人

に
功
徳
を
貯

へ
し
む
る



の
利
益
も
ま
た
ず
く
れ
か
た
し
、
是
等

の
利
益

一
方
な
ら
ね
は
、

い
た
つ
ら
に
蔵
中
に
峰
閣
せ
ん
よ
り
華
頂

へ
寄
進
し
奉
ら
ん
に
バ

し
か
し
、
若
尊
像
成
就
し
給

ハ
ハ
従
来
弥
陀
堂

に
安
置
あ
り
し
尊
像
を
、
男
山
の
南
三
昧
堂
に
移
し
奉
る
と
き
は
、
双
方

の
所
願
日

時
に
満
足
し
、
先
師
金
毛
老
人
の
所
懐
も
む
な
し
か
ら
し
と
、
法
然
現
住
知
了
上
人
と
と
も
に
、
こ
こ
ろ
を
あ
は
せ
て
、
華
頂
山
主

人
啓
白
せ
し
に
、
山
主
大
僧
正
歓
喜
す
く
な
か
ら
す
、
即
時
両
執
事
八
院
及
ひ
山
内
大
衆

へ
語
け
給

へ
は
、
時
節
到
来

に
や
、
各

一

同
に
首
肯
随
喜
あ
り
き
、

と
語

っ
て
い
る
。
か
く
て
、
獅
子
谷
忍
徴
所
伝

の
尊
像
の
面
輪

に
い
よ

い
よ
体
躯
を
加
刻
す
る
こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
資
金
と
し
て
、
大
谷
氏
為
空
隠
士
の
先
妣
の
遺
金
五
十
両
が
寄
せ
ら
れ
、
ま
た
当
住
麗
誉
順
真

の
法
弟
で
伏
見
西
光
寺
前
住
剛
誉

信
厳

の
追
善

の
た
め
、
そ

の
遺
財
を
投
捨
し
、
そ
の
余
は
、
住
持
自
か
ら
補
援
す
る
と
云
う
こ
と
で
、
体
驅

の
加
刻
修
復
を
仏
師
田
中
康

教

に
命
じ
た
。

『
五
百
五
十
年
御
忌
勝
手
向
日
鑑
』
宝
暦
十
年
六
月
五
日
の
条
に

一
本
尊
丈
六
仏
新
調
、
堀
川
仏
光
寺
下

ル
仏
師
田
中
康
教

へ
被
仰
付
、
古
本
尊

バ
集
会
堂

へ
移
候
事

と

み
ら
れ
る
よ
う

に
、

い
よ
い
よ
丈
六
仏
の
体
躯
加
刻
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
示
し
、
か
つ
て
義
山
将
来

の
古
本
尊

は
集
会
堂

へ
遷
座
さ
れ

る
こ
と

に
な

っ
た
。
そ
し
て
、
同
年
七
月
朔
日
に
は

一
坂
本
や
惣
兵
衛
江
弥
陀
堂
須
弥
取
懸
り
候
様
申
付
ル

と
あ
る
通
り
、
新
丈
六
仏
安
置
用
の
須
弥
壇
が
阿
弥
陀
堂
に
取
り
付
け
る
よ
う
準
備
が
進
め
ら
れ
た
。

か
く
て
、
九
月
朔
目
に
は
、

一
弥
陀
堂
本
尊
出
来

二
付
、
於
集
会
堂
上
段
、
箔
置
今
♂
仕
候
事

と
、
新
調
の
丈
六
仏
が
完
成
し
、
集
会
堂
に
搬
入
さ
れ
、
箔
を
置
く
作
業

に
と
り
か
か

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

一
方
、
阿
弥
陀
堂
か
ら
集
会
堂

へ
遷
座
さ
れ
た
旧
本
尊
は
、

『勝
手
向
日
鑑
』
十
月
六
日
の
条

に
、

知
恩
院
阿
弥
陀
堂
考
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三
〇
八

・
.一
弥
陀
堂
古
本
尊
八
幡
辺

へ
御
入
堂
之
由

仏
師
康
教
よ
り
取

二
来

二
付
相
渡
ス

と
あ
る
。
こ
こ
に
云
う

「
八
幡
辺

へ
御
入
堂
之
由
」
と
は
、

若
尊
像
成
就
し
給

ハ、、
従
来
弥
陀
堂

に
安
置
あ
り
し
尊
像
を
男
山
の
南
三
昧
堂
に
移
し
奉
る
と
き
は
、
双
方

の
所
願
日
時
に
満
足
し
、

,
先
師
金
毛
老
人
の
所
懐
も
む
な
し
か
ら
し

と
、

『弥
陀
堂
縁
由
』
は
、
そ
の
理
由
を
述
べ
て
い
る
。

つ
ま
り
忍
徴
の
男
山
南
三
昧
堂
本
尊

の
復
興

の
遺
志
を
、
こ
の
機
に
旧
本
尊
を

男

山
南
三
昧
堂

に
遷
座
す
る
こ
と

に
よ

っ
て
、
成
就
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、

時

に
山
主
宣
は
く
、

(中
略
)
さ
あ
れ
は
八
幡
宮
は
当
山
の
鎮
守
な
り
、
彼
山

ハ
大
安
寺
行
教
法
師
、
太
神

の
神
告
に
よ
り
て
、
開

き
給

へ
る
宮
居
な
れ
は
、
本
地
の
尊
像
た
か
ひ
に
移
り
か
は
ら
せ
給
ふ
も
又
因
縁
な
き

に
あ
ら
す
と
仰
あ
り
き
、

と
、
知
恩
院
の
鎮
守
八
幡
宮
は
、-
男
山
八
幡
宮
を
本
地
と
す
る
か
ら
、
本
地
の
尊
像
が
互
に
移
り
替
る
の
も
因
縁

で
あ
る
と
述
べ
、
丈
六

仏
勧
請
の
必
然
性
を
語
ら
う
と
し
で
い
る
。
阿
弥
陀
堂
に
新
本
尊
と
し
て
、
弥
陀
丈
六
仏
が
調
え
ら
れ
る
に
従

っ
て
、
京
都

・
大
坂
の
有

縁

の
緇
素
の
喜
捨
も
あ
り
、
新
た
に
拝
席
に
長
床
が
設
け
ら
れ
大
衆
と
と
も
に
供
養
で
き
る
よ
う
に
配
慮
さ
れ
た
。
か
く
て

『勝
手
向
目

鑑
』
宝
暦
十
年
十
二
月
三

十
三
日
の
条
に

一
明
廿
四
日
御
斎
後
、
大
師
御
身
拭
、
井
正
遷
座
八
ツ
時
ミ
た
堂
本
尊
入
仏
供
養

と
記
す
如
ぐ
、
十
二
月
二
十
四
日
御
影
堂
宗
祖
像
の
御
身
拭
式

の
当
日
、
午
後
よ
り
丈
六
仏
の
遷
座
法
要
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。

こ
こ
に
現
本
尊
丈
六
の
阿
弥
陀
仏
座
像
が
阿
弥
陀
堂
に
安
置
さ
れ
る
に
至

っ
た
の
で
あ
る
。

新
た
な
丈
六
仏
の
入
仏
を
み
た
弥
陀
堂
に
は
、
山
内
鎮
護
の
た
め
に
と
、
新
た
に
麗
誉
順
真
大
僧
正
と
等
身
の
地
蔵
菩
薩
像
を
造
立
し

て
、
堂
内
左
の
壇
上
に
安
置
し
、
右
壇

に
は
、
弥
陀
堂
建
立
の
元
本
功
徳
主
た
る
玄
誉
万
無
の
真
影
と
、
阿
弥
陀
堂
移
築
再
興
者
で
、
且

つ
大
僧
正
任
官
の
中
興
応
誉
円
理
の
肖
像
を
そ
れ
ぞ
れ
安
置
し
、
さ
ら
に
四
天
王
像
を
須
弥
壇
の
か
た
わ
ら
か
ら
、
衆
徒
の
進
退
に
都
合

の
良

い
よ
う
に
と
、
堂
内
の
四
隅
に
安
置
し
、
さ
ら
に
宝
蓋

の
造
費
五
十
金
を
投
じ
て
、
五
条
の
仏
工
植
村
宗
而

に
造
ら
す
な
ぎ
、
丶堂
内



の
荘
厳
を
具
備
し
た
。

か
く
て
、
従
来
弥
陀
堂
は
、
堂
司
も
な
く
晨
昏

の
供
養
も
な
く
、
そ
の
上
三
面
の
唐
戸
も
閉
ざ
さ
れ
た
ま
ま
で
、
諸
人
の
参
拝
も
ま
ま

な
ら
ぬ
状
態
で
あ

っ
た
の
に
対
し
て
、
当
住
麗
誉
順
真
は
、
堂
司
を
置
き
、
自
か
ら
白
銀
三
貫
目
を
永
代
香
華
料

と
し
、
こ
こ
に
阿
弥
陀

堂

の
荘
厳
及
び
管
理
を
整
え
る
と
と
も
に
、
信
仰
的
機
能
の
回
復
に
務
め
、
宗
祖
五
百
五
十
年
御
忌
を
厳
修
し
た

の
で
あ

っ
た
。

六

む

す

び

明
治
十

一
年
十
月
阿
弥
陀
堂
は
腐
朽
甚
だ
し
く
存
立
に
堪
え
ざ
る
と
い
う
こ
と
で
取
毀
わ
さ
れ
、
永
正
十
四
年
十
二
月
東
福
寺
境
内
万

寿
寺

の
堂
宇
を
山
上
の
廟
堂

の
下

に
移
築
し
て
以
来
、
実
に
三
百
六
十
年
の
風
雪
を
刻
ん
だ
歴
史
を
閉
じ
た
。
万
寿
寺
の
前
史
を
算
す
れ

ば

更
に
古

い
建
造
物
で
あ

っ
た
。

こ
う
し
た
年
輪
を
刻
ん
だ
堂
宇

に
も゚
か
か
わ
ら
ず
、
少
な
く
と
も
徳
川
時
代
の
阿
弥
陀
堂
は
、
御
影
堂
や
廟
堂
と
対
照
的
に
無
視
さ
れ

た
堂
で
あ

っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
知
恩
院
の
草
創
と
深
く
か
か
わ
る
問
題
で
あ

っ
て
、
弥
陀

一
仏
信
仰

に
立

つ
べ
き
寺
か
、
祖
師
の
遺
跡

で
祖
師
信
仰

の
場
で
あ
る
べ
き
か
と

い
う
問
題
に
帰
す
。
云
う
ま
で
も
な
く
、
後
者
祖
師
信
仰
に
力
点
が
お
か
れ
た
寺
で
あ
る
。
そ
れ
は

宗
祖
滅
後

の
京
畿
在
住
の
門
弟
、
特

に
知
恩
院
の
草
創

に
か
か
わ

っ
た
勢
観
房
源
智
や
そ
の
同
法
者
ら
は
、
宗
祖
法
然
を
追
慕
す
る
知
恩

報

恩
の
念
が
強
く
、

「宗
」
や

「教
」

に
先
行
す
る
と
こ
ろ
に
知
恩
院
草
創
の
本
質
が
あ
る
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

『知
恩
講
私
記
』
に

も

ら
れ
る
祖
徳
讃
歎
の
思
想
や
、
近
年
発
見
の
近
江
信
楽
玉
桂
寺
阿
弥
陀
如
来
像
胎
内
文
書

の
建
暦
二
年
十
二
月

二
十
四
日
の
記
年
の
あ

る
源
智

の
願
文
は
、
ま
さ
し
く
そ
れ
を
裏
づ
け
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
常
随
給
仕
の
門
弟
た
ち
の
変
わ
ら
ぬ
宗
祖

へ
の
追
慕
か
ら

生
ず
る
知
恩
思
想

に
基
づ
く
祖
師
信
仰
は
、
膝
下
の
京
畿
門
弟
の
間
に
深
く
根
づ
く
の
は
当
然
で
あ

っ
て
、
他

の
在
洛
浄
土
宗
本
山
も
ま

た
御
影
堂
中
心
の
伽
藍
を
形
成
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
京
畿
の
浄
土
宗
と
、
教
義
tIIQ
　
を
重
視
す
る
関
東
浄
土
宗
と
の
間
に
本
質
的
相

違

が
あ
る
と
云

っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

知
恩
院
阿
弥
陀
堂
考
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